
第3期のびのび希望プランの策定について【パブリックコメントの概要】

実施期間

令和６年１２月１８日（水）～ 令和７年１月２４日（金）［３７日間］

意見募集方法

結果概要

「第３期さいたま子ども・青少年のびのび希望（ゆめ）プラン（素案)」（全体版・概要版・
こども版）を公開し、意見を募集。（持参、FAX、郵送、電子申請）

【公開場所等】
子ども・青少年政策課窓口（さいたま市役所２階）、区役所情報公開コーナー
単独型子育て支援センター、児童センター、図書館、さいたま市ホームページ、さいたま子育てＷＥＢ

※ あわせて市公式ＳＮＳや各市立小中学校を通じた周知、二十歳の集いにおける周知も実施。

資料１
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意見提出者 ：３２名
（内、子どもの数）： ５名

総意見数 ：６９件
意見を反映したもの ： ５件

主な意見（抜粋）
●計画全体について
・子どもの権利について、用語を繰り返し使用すべき
・子ども、若者の教育に関する内容を充実すべき など

●各掲載事業について
・保育所関連（保育所の整備、保育料の軽減）
・放課後児童クラブ（利用料への補助、食事の提供）
・学校（義務教育学校整備、ＰＴＡ、フリースクールへの支援）
・障害を持つ児童への配慮（保育所入所、高次脳機能障害） など



第3期のびのび希望プランの策定について【計画への意見反映】

反映部分

資料１

御意見 修正
箇所 修正内容

第2期計画に掲載されている子どもの貧困
対策に関するモニタリング指標を追加した方
が良い。

P64
御指摘の指標を追加します。
※妊娠届出時の情報提供・相談件数、３歳児歯科健
診で虫歯のない幼児の割合、など１０項目

放課後児童健全育成事業について、利用者の
見込み人数には6年生まで含むのか。 P184〜 区別のほか、学年別の

「量の見込み」も記載します。

プレーワーカーだけ育成して増やしても､
そのプレーワーカーを生かすプレーパークが
なくては意味がないため、プレーパークと
いう居場所の重要性も明記した方が良い｡

P143
事業番号106「プレーワーカーの育
成」において、プレーパークの拡充
に向けて取り組む旨を追記します。

「出生時の母の平均年齢の推移」について
第1子出産に限る年齢のことか、第2子以降出
生年齢も含まれているのか、その記載が必要
ではないか。

P20
出産順位に関係なく、全ての出産に
関するデータであることを補足しま
す。

女性の平均初婚年齢の推移だけではなく、男
性のデータの記載もお願いしたい。 P19 女性のデータに加え、男性のデータ

も記載します。
2※修正箇所のページ番号は、修正案のページ番号



第3期のびのび希望プランの策定について【その他の追加・修正】

その他追加・修正を行うもの

資料１
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令和７年度新規事業を追加
昨年１２月の素案公表時点では掲載することができなかった、令和７年度当初予算におけ

る新規５事業を追加。

①少子化対策・結婚支援事業 ※ 若者のライフデザイン支援

②多胎児家庭外出支援事業

③子ども・若者の意見表明・社会参画の促進 ※ 子ども・若者ワークショップの開催

④養育費立替支援事業

⑤養育費強制執行支援補助金

※ 素案からの修正を審議する第３回児童福祉専門分科会は３月１８日（議会閉会後）

その他、誤字等の微修正を実施



第3期のびのび希望プランの全体像

資料１

基本理念

基本施策
重点施策

掲載事業数は第２期計画：１６１事業
第３期計画：１８０事業（１９事業増加） 4



第3期のびのび希望プランの策定について【今後のスケジュール】

今後のスケジュール

資料１

第
３
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3/18 3月中

第
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期
計
画

計
画
期
間
開
始

4月

計画の推進

ＨＰへの掲載
計画書（概要版・こども版含む）印刷

※ 特にこども版については
市立学校を通じて周知を推進
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第3期のびのび希望プランの進行管理について

計画の進捗管理

資料１

①毎年度の予算編成過程において、第３期プランの施策体系や成果指標を意識した検討を行い、
新年度の事業展開（新規事業を含む）と各事業の目標を掲載した「施策集」を作成します。

②新年度開始前に「施策集」を児童福祉専門分科会へ提示し、目標設定の妥当性について御意見
をいただきます。

③「施策集」掲載事業の進捗状況は児童福祉専門分科会へ報告し、毎年度点検・評価を行います。

各事業の目標設定の考え方

●各事業の目標設定に当たっては、できる限り具体的・定量的な指標・目標値を設定します。
（参考資料 参照）

※ ただし、施策の性質によっては、事業の実施自体を指標としているものもあります。

【定量的な目標設定をしない事業の例】

・手当等の給付を目的とする事業で、要件を満たす申請については全て給付するもの
【児童手当、就学援助、医療費助成 など】

・行政手続の中で減免・優先・優遇等、または周知啓発を行うことを目的とするもの
【市営住宅の優先入居、水道料金の減免 など】

・会議の開催、施設や相談・支援の窓口設置等を目的とするもの
【児童福祉専門分科会児童養護審査部会、子ども家庭総合センターの管理、子ども急患電話相談 など】

・必ずしも実績数等の増加が望ましいといえないもの
【母子生活支援施設事業、母子緊急一時保護事業 など】
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第3期のびのび希望プランの進行管理について

「施策集」のイメージ

第３期プラン未掲載事項


